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重点項目６ 生活上の困難や課題を抱えた人々が安心して暮らせる環境の整備     

【現状と課題】 

 高齢化の進行、非正規雇用労働者の増加等を背景に、生活上の困難を抱える人の増加

がみられる中、女性は、出産、育児等により就業を中断する人や、職場へ復帰しても育

児等によりパートで働くことを選択するなどの理由等により非正規雇用労働者が多くな

っていること、賃金等の処遇に男女格差があること、配偶者等からの暴力やセクシュア

ル・ハラスメントの被害により社会生活に支障をきたすことなどで、男性に比べて貧困

など生活上の困難に陥りやすい傾向にあります。 

 特に、高齢単身女性の貧困については、高齢期に達するまでの働き方や家族の持ち方

等のライフスタイルの影響が大きく、様々な分野における男女の置かれた状況の違いが

凝縮され固定化されて現れることに留意する必要があります。 

 さらに、障害のある女性や外国人の女性などは、女性であることで複合的に困難な状

況に置かれている場合が少なくありません。 

 一方、男性の単身世帯や父子世帯、介護中の男性の中には、固定的性別役割分担意識

に基づく家庭や地域との関わり方や仕事優先の働き方により地域から孤立するなどの問

題を抱えている人もいます。 

 このような状況の中、様々な困難や課題に直面している人々が安心して暮らせるよう、

男女共同参画の視点を踏まえた環境の整備に取り組む必要があります。 
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●高齢化率の推移 

 

出所：平成 17 年、平成 22 年、平成 27 年国勢調査 

 

●伊佐市の雇用者数（正規、派遣、非正規別） 

 

 

出所：平成 27 年国勢調査 
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① ひとり親家庭等への支援  

施策の具体的内容 担当課 

ひとり親家庭は、経済、子どもの教育、健康面などで生活上の困難や

課題を抱えやすいことから、個々の状況に応じて、児童扶養手当の支給

等の経済的な支援、子育てや介護等により仕事と家庭の両立が困難な

状況に対応した生活、就業、経済面などの相談を丁寧に行うなど総合的

な支援を行います。 

特に女性は、出産・育児等により就業を中断する人や非正規雇用労働

者が多く経済的に困窮しやすいこと、男性は、固定的性別役割分担意識

に基づく家庭や地域との関わり方や仕事優先の働き方により地域から

孤立しやすいことなどに配慮した対応を行います。 

こども課 

関係各課 

 

 

② 障害のある人や高齢者、外国人等が安心して暮らせる環境の整備  

施策の具体的内容 担当課 

高齢者が安心して暮らせるよう、孤立化の防止に向け地域全体で高

齢者を見守る支援体制の整備を図るとともに、自立した生活に向け、社

会参加を促進する取組等の支援を行います。支援に当たり、高齢者の現

状が、若い時期からの社会における固定的性別役割分担意識に基づく

制度や慣行の影響を大きく受けていること、障害のある女性は、障害に

加えて、女性であることで複合的に困難な状況に置かれている場合が

あることを踏まえた上で、それぞれの生活実態、価値観、身体的機能の

違いに配慮した対応を行います。 

また、外国人等に対する様々な偏見等により、生活上の困難に直面し

やすい人々の支援に当たっては、女性であることで複合的に困難な状

況に置かれやすいことに留意した支援を行います。その他人権を侵害

される問題については、性別に起因した複合的な人権問題が存在して

いることへの認識に立った普及啓発を図ります。 

市民課 

福祉課 

長寿介護課 

建設課 

社会教育課 
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③ 生活困窮状態にある人に対する自立に向けた支援及び就業・生活の安定に向けた

取組  

施策の具体的内容 担当課 

複合的な課題を抱える生活困窮者のそれぞれの状況に応じて、その

自立を促進するため、生活困窮者自立支援法に基づく相談支援、就労支

援、居住確保支援、家計相談支援等を包括的に行います。支援に当たっ

ては、性別に関わらず、個人の個性や能力が発揮できるよう支援を行い

ます。 

福祉課 

 


